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　町民一人ひとりが「いのち」の大切さを理解し、子どもから高齢者まですべての町民がともに支え合い、
健やかで安心して暮らせるように「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし「生きることの促
進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことで「誰も自殺に追い込まれることのない町」を目指します。
　また、「生きることの支援」に関連する事業を、「包括的な支援」と位置付け、関係部署と連携を図りな
がら全庁的な取組みとして推進していきます。
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　本計画の目標年次は、国の動きや自殺の実態、社会状況の変化を踏まえることを基本とし、年次

ごとに進捗状況を確認します。

　また、「健康しょうない21計画（第３次）」との整合性を図るため、計画の期間は2019年度から2023年

度までの５年間とします。
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　人口10万対の死因別死亡率では、悪性新生物が国や県より高く、平成28年は国の1.4倍、県の1.1倍でし

た。本町の脳血管疾患の順位は年々低下傾向にあり、平成28年は国の1.7倍で、肺炎と入れ替わり、死因の４

位となりました。また、自殺による死因は平成27年から8位と高くなりました。
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　20～50歳で「休養が十分にとれている」と答えた割合の中で、50％を超えているのは20代男性の

みでした。
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 　自殺死亡の状況、自殺総合対策推進センターが作成した「地域自殺実態プロファイル（2018）更新版」及び
「健康しょうない21計画（第３次）」の結果から、本町の自殺対策に関する課題は次のとおりです。
①平成25年から平成29年までの５年間の自殺者数は29人で、そのうち男性が23人と多く、年代別では60歳以

上が14人と多くなっています。
②全国の自殺死亡率と比較すると、20歳未満、30歳代及び40歳代の若年層が高くなっています。
③平成28年度の町民アンケート結果によると、３人に１人が寝不足を感じており、働く世代で「寝不足を感じて

いる」割合が多くなっています。また、「ストレスをあまり処理できない」と「全く処理できない」を合わせた割
合は17.2％で、中間評価時より3.8ポイント増加し、ストレスをうまく処理できない人が増加しています。

　本町の自殺対策に関する課題解決に向けた必要な取組は次のとおりです。
①　高齢者への対策
②　若年層への対策
③　自殺対策を支える人材の育成
④　共に支える地域づくり
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　自殺対策の推進にあたって基盤となるの
が、地域におけるネットワークです。自殺対策
に特化したネットワークだけでなく、他の事業
を通じて地域に構築・展開されているネット
ワーク等との連携も含みます。

　多くの町民に自殺に関する正しい知識の普
及啓発を図るために、毎年9月の「自殺予防週
間」及び3月の「自殺対策強化月間」に合わ
せ、広報媒体等による情報発信やチラシ啓発
物品の配布など、集中的な啓発活動を行って
いきます。

　自殺はライフステージに応じた健康問題、
家庭問題、経済・生活問題、職場や地域での
人間関係の問題等様々な要因が複雑に関係
しています。自殺に追い込まれようとしている
人が、安心して生きられるよう、関係機関と連
携し、「生きることの促進要因」を増やすため
の取組を行っていきます。
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　子ども、子育て世代、若年層の悩み事の相
談に対応し、支援先に関する情報提供を行
い、関係者等と連携し支援していきます。
　また、児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する
教育の普及啓発を推進し、問題を抱える前の
段階から対策を講じ、将来的な自殺リスクの
低減を図ります。

　高齢者本人のみならず、家族や介護従事者
等の支援者に対する支援も含めて、支援情報
の周知や、自殺リスクの高い高齢者を早期に
発見し支援へとつなぐよう、日常的に他者と関
わる機会を持てるような地域づくりを進め、
社会的孤立を防ぎます。

　生活困窮の背景として、家族関係、失業、
知的障害、精神疾患、慢性身体疾患、犯罪
歴、借金問題など多様な問題を複数抱えてい
ることが多く、生活扶助等の経済的な支援に
加えて、就労支援や心身面の疾患に対する治
療等、様 な々分野の関係者が連携し、包括的
に支援していきます。
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（１）地域におけるネットワークの強化

（２）自殺対策を支える人材の育成
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（３）町民への啓発と周知

（４）生きることの促進要因への支援
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（５）子ども・若者層への支援の充実（児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育）
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（６）高齢者の自殺対策の強化
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（７）生活困窮者への支援の充実
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（８）勤務問題に関わる自殺対策の推進
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